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協議事項に係る両市議会での検討状況について 

 

 

１  小田原市議会 

平成２９年３月１６日（木）に開催された県西地域の中心市のあり方に関する調査特別

委員会の協議結果は、次のとおり。 

（１）小委員会第１回会議の協議内容を報告後、協議が行われ、次のとおり意見がまとま

った。 

・合併した場合の最終的な議員定数（条例定数）については、２８人とする。 

・議員報酬については、小田原市の現行水準を維持する。 

・政務活動費については、小田原市の現行水準を維持する。 

 

（２）これまでに出た主な意見の要旨 

    ・行財政改革の視点から、在任特例を適用した４４人は厳しいと考える。 

    ・議員定数は、住民の声を反映させるという視点で検討すべきである。 

    ・編入合併時の定数特例の適用が相応しいと考える。 

    ・合併後の最初の一般選挙にも適用できる規定については、必要か否か検討を要する。 

 

２  南足柄市議会 

平成２９年３月２４日（金）に開催された県西地域の中心市のあり方に関する調査特別

委員会の協議結果は、次のとおり。 

  （１）議会議員の定数及び在任等に関する小委員会の所掌事務に関し、議長及び委員長を

除く委員１４人で無記名投票を行った。 

【集計結果】 

①合併後の議員定数（条例定数） 

議員定数（人） 得票数 

３４ １ 

２８ ８ 

２６ １ 

２５ ４ 

②定数及び在任の特例の適用 

適用の区分 得票数 

特例を適用しない ２ 

定数特例の適用（法第８条）  

 定数特例を１回適用（合併時の増員選挙のみに適用） ２ 

 定数特例を２回適用（合併後最初の一般選挙にも適用） ３ 

在任特例の適用（法第９条第１項第２号） ６ 

在任特例（法第９条）と定数特例の準用（法第８条第４項）の併用 １ 
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③合併後の議員報酬 

議員報酬（月額） 得票数 

４７５，０００円 

（小田原市の水準） 
５ 

４５０，０００円 ５ 

４００，０００円 １ 

３５０，０００円 １ 

３３８，０００円 

（南足柄市の水準） 

１ 

無効票 １ 

 

  （２）主な意見の要旨 

    ・小田原市議会の議員報酬は、かなり高い。合併後の市の人口は平塚市よりも茅ヶ崎市

や厚木市、大和市に近いので、その辺りの議員報酬に合わせるべきではないか。 

    ・合併の大きな目的として行財政改革があるので、合併しても議員報酬や政務活動費が

高額なままでは市民の理解が得られない。 

    ・行財政改革の効果を出すためには一日も早く議員を減らしたほうがいいので、議員定

数や在任の特例は適用すべきでない。 

    ・行財政改革の観点ではなく、議会の権能を確保し、さらに強化するための議員定数が

必要と考えれば、現在の小田原市議会の議員定数は最低限必要ではないか。 

    ・合併後の議員定数の削減は、合併後の市の議会で議論されるべきだと考える。 

    ・今後、人口が減少していく中で議員定数の見直しを迫られることになる。議員報酬も

同様だが、究極の行財政改革を市民に示すためにも、議会が自ら身を削る必要がある。

議会が率先してやらないと、今後、職員定数の削減などを提案できなくなる。 

    ・在任特例を適用し、議員報酬の額を４７５，０００円または４５０，０００円にした

場合は、１６人の南足柄市議会議員がそのまま新市の議会議員の身分となり、同時に

報酬が増えるということ。行財政改革をやると言いながら、合併後の一般選挙までは

議員に係る経費が増えるということを市民に説明できるのか。 

    ・現在の南足柄市民の声を合併後の市の議会に反映させるため、在任特例を適用し、南

足柄市議会議員をそのまま残すべきである。 

    ・平成３１年の南足柄市議会選挙における有権者の意思を無にしないためにも、その任

期中は南足柄市議会議員をそのまま残すべきである。 

    ・合併後の市の議会議員は、南足柄市の区域を含めた市全域について考えなければいけ

ないはずであるし、現在の南足柄市民の声が届きにくくなるという問題は都市内分権

の検討等によって解決されるのではないか。 


